　　山梨県外で健診等を受診するかたへ

山梨県外で健診等を受けた場合、償還払い（一時立て替え）方式になります。（下図参照）
　※償還払いは日本国内の医療機関で健診・検査を受けた場合に限ります。
　※山梨県内でも一部医療機関で受診券が使用できない場合があり、その場合
　　 も償還払い方式になります。
申請からお金の支払いまでの流れ

　　　　①県外で健診等を受ける場合
※村で発行した受診券には記入をしないでください。
※各健診・検査の結果は、必ず母子健康手帳へ記録してもらってください。
　　（健診・検査名、項目、日付、結果（異常のあり・なし）　等）





　　　　　　　　　　　　　　⓶料金を医療機関に支払う
※『領収書』と『診療明細書』が発行されれば受け取ってください。


[image: ILM11_DD01004][image: ][image: ]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＳウイルス感染症予防接種を県外で接種する場合
事前に指定医療機関外予防接種の申請が必要になります

 問い合わせ
忍野村役場　福祉保健課
（保健福祉センター内）
☎　０５５５－８４－７７９５

⓸1～２ヶ月後、銀行へお金が入金される　　　　


⓷事前に福祉保健課に連絡し、時間の予約後申請をする

【申請に必要な書類等】
　　・請求書（福祉保健課の窓口にあります）
　　　・領収書（医療機関で発行されたもの）
　　　・診療明細書（医療機関で発行されれば、提出してください）
　　　・使用していない受診票（妊娠届出時配布したもの）
　　　・母子健康手帳（健診・検査の結果が記録してあるもの）
　　　・振込先となる通帳（妊婦・産婦健診・妊婦歯科健診は妊婦本人の通帳、
　　　　　　　　　　　　　　1か月児健診・新生児聴覚検査は保護者の通帳）
　　　　　・印鑑　
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